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2
3
4

再資源化の方法及び量
収集・運搬計画（ごみ）

各市町別一般廃棄物排出量推計表
排出抑制の方法（ごみ）

住民に対する広報・啓発活動の取組計画（市町別）



量 単位 量 単位
可 燃 ご み 46,449 缶 類 463
不 燃 ご み 9,802 び ん 類 1,679

小         計 56,251 紙 パ ッ ク 64
可 燃 ご み 19,933 ペ ッ ト ボ ト ル 1,089
不 燃 ご み 1,263 プラスチック資源（プラスチック製容器包装） 3,133

小         計 21,196 小　　計 6,428
10 362

77,457 318
7,455 段 ボ ー ル 2,207

15,357 古 紙 ・ 古 布 類 7,936
22,812 缶 類 22

①　市町搬入・許可搬入・自己搬入の一部は、組合以外の施設へ直接搬入される。 生 ご み 0
　　　　市町搬入：不燃ごみ（91ｔ）、許可搬入・自己搬入：不燃ごみ（59ｔ） そ の 他 400
②　市町搬入・許可搬入・自己搬入不燃ごみには、土砂類が含まれる。 小　　計 10,565
　　　　市町搬入：土砂類(207ｔ)、許可搬入・自己搬入：土砂類(32ｔ) 68
③　許可搬入・自己搬入には、一部市町の公園ごみ、京都府管理河川及び道路、 573
　　 国土交通省管理河川及び道路の除草ごみ等が含まれる。 4
④　浄化槽汚泥には、1,001人槽以上の合併浄化槽濃縮汚泥が含まれる。 5

34
18,357
61,964 ℓ／年廃 食 油

ペ ッ ト ボ ト ル キ ャ ッ プ
廃 蛍 光 管

容
器
包
装
廃
棄
物

許可搬入
・自己搬入

kℓ／年
合         計

し         尿

廃 乾 電 池

プラスチック資源（製品プラスチック）

市町搬入

浄化槽汚泥

剪 定 枝合         計

備
考

合　　計

魚 腸 骨 （ 魚 ア ラ 類 ）

備
考

ｔ／年

小 型 家 電

集
団
回
収
等

１．一般廃棄物の排出量計画

資 源 ご み種        類

し
 

尿

ご
 
 
 

み

小　　動　　物　　死　　体

④　集団回収等のその他は紙パックの資源化量八幡市

 　　（2ｔ）久御山町（1ｔ）宇治田原町（1ｔ）及び事業系食品残渣の

　　 資源化量宇治市（166ｔ）城陽市（91ｔ）八幡市（139ｔ）

⑤　魚腸骨は、京都市魚ｱﾗ中継施設へ直接搬入される。

①　容器包装廃棄物の一部(缶類 67ｔ、紙ﾊﾟｯｸ 12ｔ）、

ｔ／年

 　　ペットボトルキャップの一部（0.5ｔ）、小型家電の一部（20ｔ）は

 　　組合以外の施設へ直接搬入される。

②　段ボール・古紙類・古布類には、直営収集分が含まれる。

③　生ごみは、生ごみ処理機等により戸別で資源化される。
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２．一般廃棄物の処理主体

（１）　ご    み

最終処分

区分 市       町 破砕処理 焼却処理 埋立処分 売　　却 自己処理

直営収集 宇治・八幡・久御山・宇治田原・井手

委託収集 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

許可収集 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

自己搬入 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

直営収集 宇治・八幡・久御山・井手

委託収集 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

許可収集 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

自己搬入 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

許可収集 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

自己搬入 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

許可収集 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

自己搬入 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

直営・委託 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手 城南衛生管理組合

自己搬入 宇治・城陽・八幡・久御山・井手 大阪湾フェニックス

自己搬入 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手 宇治廃棄物処理公社

大阪湾広域臨海環境整備ｾﾝﾀｰを大阪湾フェニックスと略す。

搬 入 先 選別等中間処理 保 管 業 務 引取 売却等 自己処理

直営収集 宇治・八幡・久御山・宇治田原・井手 城南衛生管理組合 城南衛生管理組合 城南衛生管理組合 指定法人

委託収集 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手 （一部授産施設等） （一部授産施設等） （一部授産施設等） 業者

直営・委託 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手 城南衛生管理組合 城南衛生管理組合 城南衛生管理組合 指定法人 ― ―
直営・自己搬
入・許可収集

宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手 城南衛生管理組合 城南衛生管理組合 城南衛生管理組合 ― 業者・住民 ―

直営・委託 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手 城南衛生管理組合 業者 城南衛生管理組合 業者 ― ―

指定業者 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手 京都市魚ｱﾗ中継施設 業者 京都市 業者 業者 ―

直営・委託 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手 城南衛生管理組合 業者 城南衛生管理組合 業者 ― ―

宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手 城南衛生管理組合 業者 城南衛生管理組合 業者 ― ―

宇治 業者 業者 業者 業者 業者 ―

直営・委託 宇治・宇治田原・井手

団体・個人 宇治・城陽・八幡・久御山・宇治田原・井手

不燃ごみ 城南衛生管理組合 城南衛生管理組合 業者 ―

事
業
系
ご
み

可燃ごみ ― 城南衛生管理組合

城南衛生管理組合
大阪湾フェニックス

宇治廃棄物処理公社

城南衛生管理組合
大阪湾フェニックス
宇治廃棄物処理公社

業者
・住民

業者

業者 ―大阪湾フェニックス

備 考

―

―

その他

そ の 他 公 共 ご み

種類＼区分
収  集  運  搬 中 間 処 理

可燃ごみ

不燃ごみ

家
庭
系
ご
み

城南衛生管理組合

城南衛生管理組合

―
城南衛生管理組合
大阪湾フェニックス

城南衛生管理組合 城南衛生管理組合

業者 ―

剪 定 枝

―集団回収・堆肥化等 ― 個人

直営収集小 型 家 電

資 源 ご み

―

―

収  集  運  搬

業者―

業者

城南衛生管理組合

容 器 包 装 廃 棄 物

国土交通省河川・道路ごみ

府管理河川・道路ごみ

魚 腸 骨 （ 魚 ア ラ ）

廃 蛍 光 管

廃 乾 電 池

プラスチック資源（製品プラスチック）
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前 処 理 等 中 間 処 理 最 終 処 分

し 尿 関 係 施 設 焼 却 処 分 埋 立 処 分 売 却 自家処理

城 南 衛 生 管 理 組 合

（ 槽 清 掃 時 の 土 砂 等 ）

城南衛生管理組合 八幡市公共下水道 城南衛生管理組合 大 阪 湾 フ ェ ニ ッ ク ス ― ―

（前処理後のし渣等） （ 中 間 処 理 後 の 焼 却 灰 等 ）

㈱ 木 下 商 事

㈲堂坂ジェットクリーナー工業 城 南 衛 生 管 理 組 合

㈲ 城 陽 環 境 開 発 城南衛生管理組合 八幡市公共下水道 城南衛生管理組合
（ 槽 清 掃 時 の 土 砂 等 ）

― ―

㈱ 城 南 開 発 興 業
（前処理後のし渣等）

大 阪 湾 フ ェ ニ ッ ク ス

㈲ 池 田 清 掃
（ 中 間 処 理 後 の 焼 却 灰 等 ）

㈲ 古 川 商 事

（２）　し　尿

区分 収 集 主 体

浄
化
槽
汚
泥

下 水 道 排 水

し
　
　
　
　
尿

城 南 環 境 事 業 協 同 組 合

許
可
業
者

そ の 他

委
託
業
者
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（１）ごみ処理実施計画 ①　処理処分計画の概要

（市町搬入）

可燃ごみ

 宇治

 城陽

 八幡

 久御山

 宇治田原

 井手

※磁選物を含む

※内133tを大阪湾フェニックスへ搬出

（許可・自己搬入） ※内0tを有価物として売却

可燃ごみ

 宇治

 城陽

 八幡 業者資源化

 久御山

 宇治田原

 井手  剪定枝

 宇治

 城陽

 八幡

 久御山

 宇治田原

公共系可燃  井手

 宇治

 城陽

 八幡

 久御山

 宇治田原

 井手

　不燃分 　焼却残渣等

 小動物死体

 宇治

 城陽

 八幡

 久御山

 宇治田原

 井手

※搬出量に磁選物を含む

※可燃性不適物 0tを含む

有価物

14

38

4,976

42,347

54
市町搬入

8,360

37

1

46

1

1

0

16

1

0.6

2.5
1

2

0.5

9.7

3.3

1.4

1.4

136

（内数）

2,883

51

49

15

283

国土交通省

66

10
18

1,300

500

し渣

2,823

19,933

16,049

1

56

23

66

38

3,922

0

19,933

7

210

20,848

9,860

3．処理計画

46,449

10,506

2,462

単位：ｔ/年

ア．　可 燃 ご み 処 理 計 画 の 概 要

破砕選別物
焼却対象

6,759

46,449 ※プラスチック資源選別残渣 742tを含む

54
容器包装ダスト

焼却対象

1,473
38

318

83

30,400

375

9,720

133

190

19,933

磁選物

30,900

処理困難物
焼却対象

3,384

自己搬入
許可搬入

95

30

京都府許可・自己搬入に含む

14

6,259

10

128

27

クリーンパーク折居

奥山埋立処分地

小動物
焼却施設

クリーン２１長谷山

グリーンヒル三郷山 大阪湾フェニックス
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単位：ｔ/年

 公社搬入

（市町搬入）

（外数） 不燃ごみ

 宇治

 城陽

 八幡 ※スプレー缶1tを含む

 久御山

 宇治田原

 井手

※直接埋立47t,土砂類207tを含む

※不燃残渣16t・プラ残渣83t・スプレー缶1t

1,145
 スプレー缶

 宇治

 城陽

 八幡 　処理物内訳 全体量

 久御山  可燃物

 宇治田原  不燃物

 井手  アルミ選別残渣

 プラスチック

 鉄

 公社搬入  アルミ

 処理困難物

（許可・自己搬入） マットレス

（外数） 不燃ごみ  不適物

 宇治  廃木材

 城陽  ﾀｲﾔ・ﾊﾞｯﾃﾘｰ等

 八幡 合　計

 久御山 破砕選別物

 宇治田原

 井手

※不燃埋立物17t,土砂類32t,併せ産廃10tを含む 処理困難物

（内数）

公共系不燃

 宇治 　破砕選別物 破砕選別物

 城陽 207 47
 八幡

 久御山

 宇治田原

 井手

400

58

6,797

349

1,514

1,998

116

78

582

675

（可燃物・プラスチックには、プラスチック
資源の選別残渣83t・16tを含む）

15

5

38

49

0

0

0

177

0

59

0

0

0

0

3,276

38
土
砂
類

6,259

6,759

1,131

直
接
埋
立
物

38

1,204

302

5

466

プラスチック資源
選別残渣（可燃物）

742

49

211

10,602

プラスチック資源
選別残渣 100

0

6,759

66

20

三郷山

6,759

売却

容器包装ダスト

宇治公社

11,655

9,711

9,457

焼却

3,276 764

15

京都府

38

818

国土交通省

土
砂
類

、
併
せ
産
廃
等

1,204 11,655

0

393

500

40

33
500

25

6,297

675

1,212

0

386

91

24

223

59

1,949

許可・ 自己搬入に含む

イ．　不 燃 ご み 処 理 計 画 の 概 要

1,598

9,645

4,736

252

472

1,850

0

0

15

20

4

4

3

0

0

0

クリーンパーク折居

グリーンヒル三郷山 宇治廃棄物処理公社

ｸﾘｰﾝ21長谷山

リサイクルセンター長谷山
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単位：ｔ/年

 授産施設搬入 （外数）

 缶類

 宇治 廃乾電池

 城陽  宇治

 八幡  城陽

 久御山  八幡

 宇治田原 処理内訳 全体量  久御山

 井手  ①缶類  宇治田原

　スチール  井手

　アルミ

 びん類 　スプレー缶

 宇治 　ダスト

 城陽  ②びん類 魚腸骨（魚アラ）

 八幡 　無色  宇治

 久御山 　茶色  城陽

 宇治田原 　他色  八幡

 井手 　ダスト  久御山

 ③紙パック  宇治田原

 授産施設搬入 （外数） 　資源化物  井手

　ダスト

 紙パック  ④ペットボトル

 宇治 　資源化物

 城陽 　ダスト 廃蛍光管

 八幡 　キャップ  宇治

 久御山 合　計  城陽

 宇治田原  八幡

 井手  久御山

 宇治田原

　選別残渣 　選別残渣 　選別残渣 　選別残渣  井手

 ペットボトル

 宇治

 城陽

 八幡

 久御山 （外数）

 宇治田原 小型家電

 井手 ※内公社 0 ｔ  宇治

※内三郷山 0 ｔ  城陽

事業者施設搬入 （外数）  八幡

 久御山

 ペットボトルキャップ 計画量 4t  宇治田原

 宇治  井手

 城陽

 八幡

 久御山

 宇治田原

 井手

 宇治 　資源化物

 城陽 　選別残渣

 八幡

 久御山 　資源化物

 宇治田原 　選別残渣

 井手

 宇治

 城陽

 八幡

 久御山

 宇治田原

 井手

事業者施
設搬入

焼却処理
（可燃性不適物）

0

破砕処理 埋立

90

090

0.1

0.1

1

4

20

54 575
破砕処理 再資源化

処理内訳 全体量

0

0

755

54

埋立

3,495

0

指定法人

0

77

665

破砕処理
（可燃物）

3,220

指定法人

3

52

121

0

1,679

666

532

116

194

2,363 2,363

194

377

2,363 665

1,093

211

3,133

3,495

16

194

25

3

60

80

972

3,118

焼却処理

1

8

176

178

27

0

27

368

174

49

194

194

54

956

369

49

49

1,679

12

797

428

369

428

3,220

ウ．　容器包装廃棄物等の資源化計画の概要

67

396

134

売却

20

16

9

68

廃乾電池リサイクル施設　

3

2

2

再資源化埋立破砕処理

28

141

75

41

396

174

194

60

10

11,679

0

16

26

688

234

24

52

51

1,089

焼却処理

956

592

928

363

1

3

1

0

23

40

247

161

113

2,186

67

3,220 211

54 67

3

1.9

113

575

0.6

1.2

575

京都市魚ｱﾗ中継施設

575

116

88

573

7

10

42

0.1

1

1

廃蛍光管処理施設 5t

小型家電処理施設

14

4.9

1.0

0.3

0.0

3.7

4

3

0.5

2.0

0.0

1.3

362

182

70

69

16

15

10

プラスチック資源（プラスチック製容器包装）

プラスチック資源（製品プラスチック）

プラスチック資源（プラスチック製容器包装）

プラスチック資源（製品プラスチック） 10

87 77 0 10 0

0

290 290

290

エコ・ポート長谷山

グリーンヒル三郷山
宇治廃棄物処理公社

リサイクルセンター長谷山

リサイクルセンター長谷山 資源化委託クリーン21長谷山
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単位：ｔ/年

中間処理 資源化物

焼却 破砕選別 選別等 売却 指定法人 資源化 直接埋立 残渣埋立 クリーンピア沢
残渣埋立

　クリーンパーク折居 30,400 0

　クリーン２１長谷山 35,982 2

10,602 87 764 87

　奥山埋立処分地 318 318

　エコ・ポート長谷山 3,220 2,186 194 575

3,510 2,653

　小動物焼却施設 10

　グリーンヒル三郷山 313 819 36

　宇治廃棄物処理公社 0 3,276

　大阪湾フェニックス 8,360

合　計 66,392 10,602 7,135 2,952 2,847 980 313 12,455 36

分類計

備考 ・魚腸骨 (573ｔ) 別途直接資源化

埋立物

市町搬入不燃

計

3,510

12,804

廃蛍光管 5

ペットボトルキャップ 4

3,276

318

 焼却残渣 8,360

84,129

魚腸骨

　リサイクルセンター長谷山（不燃ごみ）

　リサイクルセンター長谷山（プラスチック資源）

6,779

573

 破砕選別物（不燃）

0

36

 不燃ごみ（市町・許可・自己搬入）

計

計

0 容器包装ダスト

 直接埋立（市町・許可・自己搬入） 64

 小動物焼却施設不燃分

 破砕選別物（不燃）

ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ沢沈砂

0

市町搬入可燃

500

土砂等(市町・許可・自己搬入)・産業廃
棄物

3,276

エ．　施設別搬入計画の概要

24930,400

1 破砕選別物

54

6,259

市町搬入可燃

※土砂等・産業廃棄物の内訳：土砂類（市町搬
入）207t、土砂類（許可・自己搬入）32t、併せ産
廃10t

16,049 1,168

30,900

 容器包装ダスト

818

し渣

剪定枝

52

許可・自己搬入可燃

 処理困難物 38

9,391

許可・自己搬入不燃

 破砕選別物

容器包装ダスト

 紙パック

11,655

廃乾電池

計

プラスチック資源
選別残渣 842

14

19,933

68

 容器包装ダスト

計

計

211

 ペットボトル

42,347

1,679

396

1,089

1,145

スプレー缶 66

小型家電 14

※破砕選別物(不燃)の内訳：不燃物1,212t、ｱﾙ
ﾐ選別残渣1,598t、プラスチック466t

 小動物死体 10

プラスチック資源

 缶類

 びん類

3,220

グリーンヒル三郷山クリーンパーク折居

大阪湾フェニックス

ｸﾘｰﾝ21長谷山

宇治廃棄物処理公社

京都市魚ｱﾗ中継施設

施設別処理・処分量及び資源化量概要

エコ・ポート長谷山

小動物焼却施設

奥山埋立処分地

リサイクルセンター長谷山

リサイクルセンター長谷山
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  ア．  中間処理施設の概要

処 理 主 体

施 設 名 称

型 式

処 理 能 力

備 考

処 理 主 体 種 別 可燃 不燃
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
容器包装

施 設 名 称 型 式
コンパクタ・

コンテナ方式
スライドデッキ

積替方式
スクリュコンベヤ

方式

所 在 地 処 理 能 力 82ｔ／日 13ｔ／日 6ｔ／日

量（t/年）

埋立計画 埋立方法

資　　源　　化破           砕

城南衛生管理組合

１７ｔ／日

―

エコ・ポート長谷山

京都府城陽市富野

長谷山１の２７０

―

年間覆土量

 59,000m2

全 体 容 積

グリーンヒル三郷山

久世郡久御山町佐古梶石1－3

６０ｔ／日 ４６ｔ／日

全 体 面 積

③  最終処分計画

200,000m
3

残余量(計画年度末) 92,483m3

 17,000m2

2,850m
3
(内、処分量 2,370m

3
)年間埋立量

  イ．　中継施設の概要

焼却残渣

処 理 主 体城南衛生管理組合

宇治廃棄物処理公社
サンドイッチ工法

城南衛生管理組合
委託業者

480m3

京都府城陽市富野

長谷山１の２７０

クリーン２１長谷山 クリーンパーク折居

京都府城陽市富野

折居１８番地

二軸低速回転式
竪型高速回転式

発電出力　2,110kW

城南衛生管理組合
委託業者

大阪湾広域臨海環境
整備センター

（大阪湾ﾌｪﾆｯｸｽ）

長谷山１の２７０

１００ｋｇ／回・２Ｈ

  ウ．  その他の処分概要

全連続燃焼式

２４０ｔ／日

8,360

発電出力　4,900kW

沢中継施設 施 設 名 称

②　施　設　概　要

焼               却

所 在 地
京都府宇治市宇治

小動物焼却施設

城南衛生管理組合

全連続燃焼式

１１５ｔ／日

城南衛生管理組合

リサイクルセンター長谷山

京都府城陽市富野

長谷山１の２７０

リサイクルセンター長谷山

京都府城陽市富野

長谷山１の２７０

城南衛生管理組合

台車付直上再燃焼式

種類 処  分  方  法搬入者

破砕選別物（不燃）等

所   在   地

3,276

京都府八幡市八幡沢１番地

埋立地面積

8



①　処理処分計画の概要

2,172

781 1,272

kℓ

八 幡 市

市町

宇 治 市

kℓ

12,142

合計

浄化槽汚泥 合計

3,054 9,088

久 御 山 町

宇治田原町

井 手 町

城 陽 市

7,455

し渣

14ｔ

下水道排水

kℓ kℓ

kℓ

15,357

22,812計

し尿

339 296

1,474

7,455

浄

22,812

3,646

7,455

浄

処分先

洛南浄化センター

kℓ

残渣量

（２）　生活排水（し尿関係）処理実施計画

搬入区分

し 尿 7,455
クリーンピア沢

浄化槽汚泥

15,357

受入貯留場所

kℓ

搬入量

15,357 22,812

590 754

し尿

635

計

2,053

15,357

kℓ

沈砂等

1,775

グリーンヒル
三郷山

36ｔ

2,992

市町別・区分別計画搬入量（単位：kℓ）

し尿

1,344

1,217

クリーン２１
長谷山
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種類＼項目 収集回数

１回／２０日

（概ね）管内全域 ②収集車と収集口までの距離が、６０ｍ以

　上ある場合は、収集不可能

個別収集

　　②　収集・運搬計画(し尿）

①｢溜式水洗便所」は収集対象外

収集主体 収集区域の範囲 収集方法

―

㈲ 古 川 商 事

㈱ 木 下 商 事

管内全域

㈲堂坂ジェットクリーナー工業

― ―浄化槽汚泥

許
可
業
者 ㈲ 池 田 清 掃

し 尿

㈲ 城 陽 環 境 開 発

㈱ 城 南 開 発 興 業

委
託
業
者

城 南 環 境 事 業 協 同 組 合
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処理施設 処分量 処理施設 処分量

クリーン２１長谷山 5t グリーンヒル三郷山 12t

大阪湾広域臨海環境整備センター ※２

（大阪湾フェニックス）

クリーン２１長谷山 9t グリーンヒル三郷山 24t

※１ 15,357kℓ 大阪湾広域臨海環境整備センター ※２

（大阪湾フェニックス）

－ 14t － 36t

注：※１・・・1,001人槽以上合併浄化槽濃縮汚泥が含まれる。

　 ：※２・・・クリーン２１長谷山において焼却処分された他の一般廃棄物の焼却灰等に含まれる。

　 ：中間処理の処分量は、し尿・浄化槽に含まれる残渣（し渣）の量

　 ：最終処分の処分量は、クリーンピア沢槽清掃時の土砂等（沈砂）の量

委
託

7,455kℓ

㈱ 城 南 開 発 興 業

㈲ 池 田 清 掃

城 南 環 境 事 業 協 同 組 合

15,357kℓ

③  下水道排水・中間処理・最終処分計画

処　　理　　区　　分 最終処分

収集主体及び量

し
尿

埋立処分搬入先別

搬　入　量

下水道排水 中間処理

（洛南浄化センター）

下水道排水

排 出 先 焼却処分

下水道排水

（洛南浄化センター）

浄
化
槽
汚
泥

許
可

合　　　　計 22,812kℓ

㈱ 木 下 商 事

㈲ 古 川 商 事

㈲堂坂ジェットクリーナー工業

㈲ 城 陽 環 境 開 発

22,812kℓ

排 出 量

7,455kℓ
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処理主体施設名

所 在 地

処 理 方 法

公 称 能 力

備 考 八幡市公共下水道へ全量排水

④　施　設　概　要

京都府八幡市八幡沢１番地

前処理＋希釈

クリーンピア沢

―

（３）　住民に対する広報・啓発活動

　　・　ごみ処理に係る施設の適正な運営を図るため、環境ふれあいフェスタ・施設見学の受入れ・広報紙（「エコネット城南」年５回

　　・　市町との連携の中で、市町広報紙を活用した住民啓発を行う。

     　原則発行月の１日に約162,000部発行）・ホームページ等により、ごみの分別、減量・リサイクル等住民啓発を行う。

12



参考資料１
　 （単位：ｔ/年）

可燃 不燃 土砂類 可燃 不燃 土砂類 犬 猫 その他 合計（体） 重量（ｔ）

宇 治 20,848 4,844 3 9,720 438 14 35,867 宇 治 107 350 439 896 3.3
注1 注2

城 陽 10,506 1,867 97 3,922 344 5 16,741 城 陽 29 123 248 400 1.4

八 幡 9,860 1,829 41 2,823 217 6 14,776 八 幡 59 195 232 486 1.4

久 御 山 2,462 411 65 2,883 24 0 5,845 久 御 山 12 119 132 263 0.6

宇 治 田 原 1,473 390 0 375 38 0 2,276 宇 治 田 原 2 27 185 214 2.5

井 手 1,300 254 1 210 170 7 1,942 井 手 10 40 65 115 0.5

合 計 46,449 9,595 207 19,933 1,231 32 77,447 合 計 219 854 1,301 2,374 9.7
注1：内91ｔは、宇治廃棄物処理公社へ搬入 ・重量として、10tを計画する。
注2：内59tは、宇治廃棄物処理公社へ搬入 ・不燃分重量として1ｔを計画する。

（単位：ｔ/年）

可燃 不燃 可燃 不燃

宇 治 66 0 15 0

城 陽 51 0 7 0

八 幡 49 0 30 0

久 御 山 56 0 66 0

宇 治 田 原 23 0 0 0

井 手 38 0 18 0

合 計 283 0 136 0
事業系ごみの内数

区 分
市町

備 考

事業系の内、府河川・道路 事業系の内、国土交通省河川・道路

自己搬入・許可搬入 自己搬入・許可搬入

備 考

区 分
市町

各 市 町 別 一 般 廃 棄 物 排 出 量 推 計 表 ①

合　　計
区分

市町
小動物死体市町搬入

備 考

自己搬入・許可搬入
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参考資料１

（単位：ｔ/年） （単位：ｔ/年） （単位：ｔ/年）

缶類 びん類 紙パック
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ペットボト

ルキャップ

注3

プラスチック
資源（プラス
チック製容
器包装）

合計 市町搬入 合計 市町搬入
自己搬入
許可搬入

内、京都府 内、国土交通省 合計

宇 治 201 928 12 594.0 1,679 3,414.0 宇 治 182 182 宇 治 27 95 2 10 122

注１ 注2 城 陽 70 70 城 陽 83 10 0 9 93

城 陽 141 363 23 234.0 666 1,427.0 八 幡 69 69 八 幡 16 37 0 13 53

八 幡 75 247 24 162.3 532 1,040.3 久 御 山 16 16 久 御 山 1 46 0 27 47

久 御 山 20 60 3 51.3 116 250.3 宇治田原 15 15 宇治田原 0 1 0 0 1

宇 治 田 原 16 41 1 25.5 80 163.5 井 手 10 10 井 手 1 1 0 1 2

注4 合 計 362 362 合 計 128 190 2 60 318

井 手 10 40 1 26.1 60 137.1

合 計 463 1,679 64 1,093.2 3,133 6,432.2

注１：内67ｔは、授産施設等に搬入

注2：12ｔは、授産施設等に搬入

注3：ペットボトル・ペットボトルキャップは、1,093ｔを計画する

注4：内0.5ｔは、事業者施設に搬入

　 （単位：ｔ/年） （単位：ｋℓ/年）

段ﾎﾞｰﾙ･古布

･古紙

注1
缶類 生ごみ 廃乾電池

魚腸骨
注2

廃蛍光管 小型家電 紙パック 食品残渣 合計 廃食油 し尿 浄化槽汚泥 合計

宇 治 5,458 0 0 42 176 1.2 21 0 166 5,864.2 38,692ℓ 3,054 9,088 12,142

注3

城 陽 2,659 0 0 9 178 1.0 4 0 91 2,942.0 11,972ℓ 1,474 2,172 3,646

八 幡 1,204 13 0 10 116 1.9 4 2 139 1,489.9 4,704ℓ 781 1,272 2,053

久 御 山 360 4 0 3 88 0.6 3 1 0 459.6 4,186ℓ 590 754 1,344

宇 治 田 原 286 4 0 2 7 0.1 1 1 0 301.1 1,810ℓ 1,217 1,775 2,992

井 手 176 1 0 2 8 0.1 1 0 0 188.1 600ℓ 339 296 635

合 計 10,143 22 0 68 573 4.9 34 4 396 11,244.9 61,964ℓ 7,455 15,357 22,812

注1：段ボール・古紙・古布類には、直営収集含む

注2：魚腸骨は、京都市魚アラ中継施設に搬入後、再商品化

注3：内20ｔは、事業者施設に搬入

浄化槽汚泥には、1,001人槽以
上の合併浄化槽濃縮汚泥が含ま
れる。

備 考

区 分
市町

し　尿　関　係集団回収等その他資源回収

区分
市町

プラスチック資源（製品プラスチック）

各 市 町 別 一 般 廃 棄 物 排 出 量 推 計 表 ②

備 考

区 分
市町

剪定枝容器包装廃棄物

備 考

区 分
市町

備 考
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排出抑制の方法（ごみ）①

宇治市 城陽市 八幡市

可
燃

広報紙・ちらし（分別）・日程表などで分
別・減量のＰＲ、古紙回収事業の推進、
宇治市廃棄物減量等推進審議会の提言
に基づく排出抑制の推進、廃食油回収
支援事業の推進・生ごみの水切り啓発・
指定ごみ袋制の導入

広報紙・保存版冊子・チラシ・ごみカレン
ダー等で、日程表・ごみの分別・減量の
啓発、古紙等の集団回収の推進、生ご
み処理機・生ごみコンポスト・ボカシ容器
の利用の推進、紙パックの分別収集の推
進、無色透明・白色半透明ごみ袋の使
用、廃食用油の拠点回収推進、フードド
ライブ事業の推進、一般廃棄物収集運
搬許可業者に対する適正な分別等にか
かる指導

ごみの種類と出し方及び資源物回収日
カレンダーを掲載した啓発チラシ（分別）
を年１回全戸配布
広報紙等により減量・再利用の促進等の
啓発、牛乳パックのリサイクル事業推進、
古紙等の集団回収の推進

不
燃

広報紙・ちらし（分別）・日程表などで分
別・減量のＰＲ、容器包装廃棄物（缶・び
ん・ペットボトル・プラスチック製容器包装
等）回収の推進、宇治市廃棄物減量等
推進審議会の提言に基づく排出抑制の
推進・指定ごみ袋制の導入、拠点回収
（小型家電、廃蛍光管）、海外リユース事
業（衣類、靴、カバン、ぬいぐるみ等）、羽
毛ふとんリサイクル、制服リユース、集合
住宅の自転車海外リユース、リサイクルイ
ベント開催、無料資源収集の実施

広報紙・保存版冊子・チラシ・ごみカレン
ダー等で、日程表・ごみの分別・減量の
啓発、缶・ビン・ペットボトル・プラスチック
製容器包装等の分別の推進、無色透
明・白色半透明ごみ袋の使用、大型ごみ
の有料収集、リサイクルの推進、廃蛍光
管の拠点回収の推進、使用済小型家電
の拠点回収の推進、小型充電式電池の
拠点回収の推進、使用済インクカートリッ
ジの拠点回収の推進、一般廃棄物収集
運搬許可業者に対する適正な分別等に
かかる指導

ごみの種類と出し方及び資源物回収日
カレンダーを掲載した啓発チラシ（分別）
を年１回全戸配布
広報紙等により減量・再利用の促進等の
啓発、缶・ビン・ペットボトル・プラスチック
製容器包装等のリサイクル事業の推進

可
燃

事業活動に伴うごみの分別・減量・リサイク
ルの推進
一般廃棄物収集運搬許可業者に対する適
正な分別等にかかる指導

不
燃

事業活動に伴うごみの分別・減量・リサイク
ルの推進
一般廃棄物収集運搬許可業者に対する適
正な分別等にかかる指導

参考資料２

区分

事業活動に伴うごみの分別・減量・食品
残渣等のリサイクルの推進
一般廃棄物収集運搬許可業者に対する
適正な分別等にかかる指導

家
庭
系
ご
み

事
業
系
ご
み

広報紙等で分別・減量のＰＲ、減量・再資
源化等の促進要請、宇治市廃棄物減量
等推進審議会の提言に基づく排出抑制
の推進
一般廃棄物収集運搬許可業者に対する
適正な分別等にかかる指導、事業系廃
棄物適正処理ハンドブックによる啓発
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排出抑制の方法（ごみ）②

久御山町 宇治田原町 井手町

可
燃

広報紙・ホームページ及びチラシを中心
に減量・再利用・再資源化等の啓発、古
紙等集団回収事業の推進、容器包装廃
棄物回収の推進、廃食用油回収事業の
推進、指定ごみ袋の使用。一般廃棄物
収集運搬許可業者に対する適正な分別
等にかかる指導

広報紙、ホームページ及びチラシによる
３Ｒ推進の啓発、古紙類の集団回収の推
進徹底、「紙ごみリサイクル完全実施」に
よる紙ごみの再資源化の推進徹底、生ご
み処理容器等の購入補助制度の利用促
進、廃食油回収事業の継続、「中身の見
える袋」での排出指定、「ごみの出し方ハ
ンドブック」の作成・配布

広報紙、ごみの出し方ちらし及び日程表
を中心に減量・再利用・再資源化等の啓
発、生ごみ処理機購入補助、古紙集団
回収の協力団体の拡充、燃やすごみ袋
の透明・半透明化の完全実施

不
燃

広報紙・ホームページ及びチラシを中心
に減量・再利用・再資源化等の啓発、容
器包装廃棄物（缶・びん・ペットボトル・プ
ラスチック製容器包装）回収の推進、指
定ごみ袋の使用。一般廃棄物収集運搬
許可業者に対する適正な分別等にかか
る指導

広報紙、ホームページ及びチラシによる
３Ｒ推進の啓発、容器包装廃棄物分別排
出の徹底、「中身の見える袋」での排出
指定、「大型ごみ」の事前申し込み制によ
る排出制限

ごみの出し方ちらし及び日程表による容
器包装廃棄物の排出方法の徹底ＰＲ

可
燃

再資源化ごみの分別、搬出向上のため
の啓発

不
燃

産業廃棄物に係るごみの廃掃法による
処理の徹底

参考資料２

区分

広報紙等による３Ｒ推進の啓発
一般廃棄物収集運搬許可業者に対する
適性な分別等に係る指導

家
庭
系
ご
み

事
業
系
ご
み

ホームページ等で事業系ごみの適正処
理について啓発
一般廃棄物収集運搬許可業者に対する
適正な分別等にかかる指導
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再資源化の方法 量（ｔ/年） 搬入先等

缶 類 201 組合及び授産施設
び ん 類 928 城南衛生管理組合
紙 パ ッ ク 12 授産施設
ペ ッ ト ボ ト ル 592 城南衛生管理組合
プラスチック資源（プラスチック製容器包装） 1,679 城南衛生管理組合

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく分別収集 182 城南衛生管理組合
民間業者と契約して市と協定を結んだ自治会等に対する報償金制度（5円/ｋｇ） 5,458 古紙再生業者
業者回収 0 リサイクル業者
可燃ごみ収集時に別途収集 42 城南衛生管理組合
業者回収 0 リサイクル業者
既存の生ごみ堆肥化機器等による 0 自家処理
事業系資源化 166 リサイクル業者

― 122 城南衛生管理組合
拠点回収分は市役所内でストック後業者へ引渡、その他市民団体等回収分は直接業者が回収 38,692ℓ リサイクル業者回収
拠点回収 2.0 城南衛生管理組合

― 1.2 城南衛生管理組合
― 20 城南衛生管理組合

小型家電リサイクル法に基づく 21 組合及び業者
民間事業者による飼料化 176 京都市魚アラ中継施設

缶 類 141 城南衛生管理組合
び ん 類 363 城南衛生管理組合
紙 パ ッ ク 23 城南衛生管理組合
ペ ッ ト ボ ト ル 234 城南衛生管理組合
プラスチック資源（プラスチック製容器包装） 666 城南衛生管理組合

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく分別収集 70 城南衛生管理組合
古紙類集団回収の奨励金を交付（金額は年度当初に決定） 2,659 古紙再生業者
団体毎に業者回収 0 リサイクル業者
不燃ごみ収集時に別途収集 9 城南衛生管理組合
団体毎に業者回収 0 リサイクル業者
既存の生ごみ堆肥化機器等による 0 自家処理
事業系資源化 91 リサイクル業者

― 93 城南衛生管理組合
拠点回収後業者引渡し 11,972ℓ リサイクル業者回収

― - ―
拠点回収後衛管搬入 1.0 城南衛生管理組合

― 15 城南衛生管理組合
小型家電リサイクル法に基づく 4 城南衛生管理組合
民間事業者による飼料化 178 京都市魚アラ中継施設

缶 類 75 城南衛生管理組合
び ん 類 247 城南衛生管理組合
紙 パ ッ ク 24 城南衛生管理組合
ペ ッ ト ボ ト ル 161 城南衛生管理組合
プラスチック資源（プラスチック製容器包装） 532 城南衛生管理組合

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく分別収集 69 城南衛生管理組合
新聞・雑誌・段ﾎﾞｰﾙ等に報償金制度（4円/ｋｇ） 1,204 古紙再生業者
業者回収 13 リサイクル業者
市役所内でストック後組合へ搬入 10 城南衛生管理組合
業者回収 2 リサイクル業者
既存の生ごみ堆肥化機器等による 0 自家処理
事業系資源化 139 リサイクル業者

― 53 城南衛生管理組合
市役所内でストック後業者へ引渡 4,704ℓ リサイクル業者回収
拠点回収 1.3 城南衛生管理組合

― 1.9 城南衛生管理組合
― 20 城南衛生管理組合

小型家電リサイクル法に基づく 4 城南衛生管理組合
民間事業者による飼料化 116 京都市魚アラ中継施設

食 品 残 渣

紙 パ ッ ク

紙 パ ッ ク

紙 パ ッ ク

魚 腸 骨
小 型 家 電

廃 食 油

ス プ レ ー 缶

プラスチック資源（製品プラスチック）

プラスチック資源（製品プラスチック）

八
幡
市

缶 類

魚 腸 骨

缶 類

ペ ッ ト ボ ト ル キ ャ ッ プ

魚 腸 骨

缶 類
段ボール・古紙・古布類

生 ご み

宇
治
市

容器包装リサイクル法に基づく分別収集

蛍 光 管

小 型 家 電

容器包装リサイクル法に基づく分別収集

剪 定 枝

廃 乾 電 池

容
器
包
装

容
器
包
装

食 品 残 渣

段ボール・古紙・古布類

容器包装リサイクル法に基づく分別収集

廃 乾 電 池

ペ ッ ト ボ ト ル キ ャ ッ プ

容
器
包
装

食 品 残 渣

プラスチック資源（製品プラスチック）

参考資料３

蛍 光 管

城
陽
市

段ボール・古紙・古布類

廃 乾 電 池

再資源化の方法及び量
種類＼区分

ス プ レ ー 缶

ス プ レ ー 缶

生 ご み

剪 定 枝
廃 食 油

蛍 光 管
ペ ッ ト ボ ト ル キ ャ ッ プ

廃 食 油

生 ご み

剪 定 枝

小 型 家 電
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再資源化の方法 量（ｔ/年） 搬入先等

缶 類 20 城南衛生管理組合
び ん 類 60 城南衛生管理組合
紙 パ ッ ク 3 城南衛生管理組合
ペ ッ ト ボ ト ル 51 城南衛生管理組合
プラスチック資源（プラスチック製容器包装） 116 城南衛生管理組合

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく分別収集 16 城南衛生管理組合
補助金制度（5円/ｋｇ） 360 古紙再生業者
業者回収または、自治会役員等が戸別回収 4 リサイクル業者回収
可燃ごみ収集時に別途収集 3 城南衛生管理組合
業者回収 1 リサイクル業者

― 0 自家処理
事業系資源化 0 リサイクル業者

― 47 城南衛生管理組合
収集後業者引渡し 4,186ℓ リサイクル業者回収
拠点回収 0.3 城南衛生管理組合
可燃ごみ収集時に別途収集 0.6 城南衛生管理組合

― 4 城南衛生管理組合
小型家電リサイクル法に基づく 3 城南衛生管理組合
民間事業者による飼料化 88 京都市魚アラ中継施設

缶 類 16 城南衛生管理組合
び ん 類 41 城南衛生管理組合
紙 パ ッ ク 1 城南衛生管理組合
ペ ッ ト ボ ト ル 25 城南衛生管理組合
プラスチック資源（プラスチック製容器包装） 80 城南衛生管理組合

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく分別収集 15 城南衛生管理組合
補助制度(5円/kg）、団体毎に業者引渡し 286 古紙再生業者
団体毎に業者引渡し 4 リサイクル業者回収
可燃ごみ収集時に別途収集 2 城南衛生管理組合
業者回収 1 リサイクル業者
生ごみ処理容器等購入費の1/2補助制度（限度額20,000円） 0 自家処理

― - ―
― 1 城南衛生管理組合

収集後業者引渡し 1,810ℓ リサイクル業者回収
回収後業者引渡し 0.5 業者リサイクル施設

― 0.1 城南衛生管理組合
― 4 城南衛生管理組合

小型家電リサイクル法に基づく 1 城南衛生管理組合
民間事業者による飼料化 7 京都市魚アラ中継施設

缶 類 10 城南衛生管理組合
び ん 類 40 城南衛生管理組合
紙 パ ッ ク 1 城南衛生管理組合
ペ ッ ト ボ ト ル 26 城南衛生管理組合
プラスチック資源（プラスチック製容器包装） 60 城南衛生管理組合

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく分別収集 10 城南衛生管理組合
業者引渡し、補助制度(5円/kg）、団体毎に業者引渡し 176
団体毎に業者引渡し 1
缶類収集時に別途収集 2 城南衛生管理組合

― - ―
コンポスト購入時購入金額の1/2補助（限度額4,000円）、電気式処理機購入は1/2（限度額20,000円） 0 自家処理

― - ―
― 2 城南衛生管理組合
― 600ℓ リサイクル業者回収

ペットボトル収集時に別途収集、拠点回収 0.1 城南衛生管理組合
― 0.1 城南衛生管理組合
― 3 城南衛生管理組合

小型家電リサイクル法に基づく 1 城南衛生管理組合
民間事業者による飼料化 8 京都市魚アラ中継施設

プラスチック資源（製品プラスチック）

プラスチック資源（製品プラスチック）

プラスチック資源（製品プラスチック）

小 型 家 電
魚 腸 骨

井
手
町

ス プ レ ー 缶

生 ご み

蛍 光 管

魚 腸 骨

缶 類

容器包装リサイクル法に基づく分別収集

廃 乾 電 池

剪 定 枝

小 型 家 電

蛍 光 管

食 品 残 渣

魚 腸 骨

廃 食 油

参考資料３

容
器
包
装

生 ご み

生 ご み

容
器
包
装

廃 食 油

廃 乾 電 池
缶 類

食 品 残 渣

廃 食 油

再資源化の方法及び量
種類＼区分

久
御
山
町

段ボール・古紙・古布類

ペ ッ ト ボ ト ル キ ャ ッ プ

容器包装リサイクル法に基づく分別収集

廃 乾 電 池

剪 定 枝

小 型 家 電

リサイクル業者回収
缶 類

容器包装リサイクル法に基づく分別収集

宇
治
田
原
町

段ボール・古紙・古布類

段ボール・古紙・古布類

ペ ッ ト ボ ト ル キ ャ ッ プ
蛍 光 管

食 品 残 渣

紙 パ ッ ク

紙 パ ッ ク

紙 パ ッ ク

ス プ レ ー 缶

ス プ レ ー 缶

容
器
包
装

剪 定 枝

ペ ッ ト ボ ト ル キ ャ ッ プ
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参考資料４

缶類 びん類 紙パック ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
プラスチック資
源（プラスチック
製容器包装）

古紙類 古布類 廃食油 缶類 紙ﾊﾟｯｸ 小型家電
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

ｷｬｯﾌﾟ
蛍光管 乾電池 体温計・血圧計 小型充電式電池 剪定枝 魚腸骨

収集主体 直営 直営 直営・委託 委託・自治会等 委託・自治会等 直営 自治会等 直営 直営 直営 直営 直営・委託 直営 直営 排出者 指定 許可 排出者 許可 排出者

収集範囲

収集回数 2回/週 1回/週 随時 2回/月 1回/2週 1回/週 1回/2週 1～2回/月 1～2回/月 1回/週 1～2回/月 1回/週 1回/週 1回/週 1回/週 2回/週 随時 随時 随時 随時

収集方法
有料戸別

方式
(予約)

拠点回収 ステーション

戸別方式
拠点回収
ｽﾃｰｼｮﾝ

戸別方式
拠点回収
ｽﾃｰｼｮﾝ

拠点回収
戸別方式
拠点回収
ｽﾃｰｼｮﾝ

拠点回収
戸別方式
拠点回収

拠点回収 拠点回収 ステーション
窓口に

直接持込
戸別方式
拠点回収

自己搬入 戸別回収 戸別方式 自己搬入 戸別方式 自己搬入

収集主体 委託・許可 自治会等 自治会等 直営・委託 自治会等 自治会等 直営 ― 直営・委託 委託 直営 直営 直営･許可 指定 許可 排出者 許可 排出者

収集範囲 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 ― 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域

収集回数 2回/週 2回/月 3回/週 1～2回/月 1～2回/月 随時及び1回/月 1～2回/月 1～2回/月 随時 ―
随時及び
1回/月

2回/月 随時 随時 随時 随時

収集方法
有料戸別

方式
(予約)

回収業者 回収業者 拠点回収 回収業者 回収業者 拠点回収
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
容器包装
に含む

拠点回収 ステーション 拠点回収 拠点回収 自己搬入 戸別回収 戸別方式 自己搬入 戸別方式 自己搬入

収集主体 直営 自治会等 自治会等 委託 自治会等 自治会等 直営 委託 直営・委託 直営・委託 直営 直営 排出者 指定 許可 排出者 許可 排出者

収集範囲 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域 市内全域

収集回数 2回/週 1回/週 随時
1回/週
2回/月

１回/週 随時 随時 1回/月 随時 随時 1回/週 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時

収集方法

環境事務所
に持ち込み
有料戸別方

式

回収業者 回収業者 拠点回収 回収業者 回収業者 拠点回収 拠点回収
ステーション

戸別方式
拠点回収

ステーション

戸別方式
拠点回収

環境事務
所に持ち

込み
拠点回収 自己搬入 戸別回収 戸別方式 自己搬入 戸別方式 自己搬入

収集主体 直営・委託 委託 直営 直営 委託 各種団体 各種団体 委託 各種団体 各種団体 直営 直営 直営・委託 直営・委託 直営・委託 直営 排出者･許可 指定 許可 排出者 許可 排出者

収集範囲 一部地域 一部地域 一部地域 一部地域 一部地域 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域

収集回数 2回/週 随時 随時 1回/月 随時 随時 1～2回/週 随時 2回/週 2回/週 2回/週 1～2回/週 随時 随時

収集方法
有料戸別

方式
(予約)

回収業者 回収業者 拠点回収 回収業者 回収業者 拠点回収 拠点回収 ステーション ステーション ステーション 拠点回収
自己搬入
・戸別方式

戸別回収 戸別方式 自己搬入 戸別方式 自己搬入

収集主体 直営・委託 直営・委託 委託 自治会等 自治会等 直営 自治会等 自治会等 直営 直営 ― 直営・委託 直営 直営 排出者 指定 許可 排出者 許可 排出者

収集範囲 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域 ― 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域

収集回数 2回/週 1回/月 2回/月 1～2回/月 1～2回/月 随時 1～2回/月 1～2回/月 随時 随時 ― 2回/週 随時 随時 随時 随時

収集方法 ステーション
戸別方式
ｽﾃｰｼｮﾝ

戸別方式
ｽﾃｰｼｮﾝ

拠点回収
戸別方式
ｽﾃｰｼｮﾝ

戸別方式
ｽﾃｰｼｮﾝ

拠点回収 拠点回収 ― ステーション
役場に持
ち込み

役場に持
ち込み

自己搬入 戸別回収 戸別方式 自己搬入 戸別方式 自己搬入

収集主体
直営・委託
・自治会

自治会 直営 自治会 ― 直営 直営・委託 ― 直営・委託 直営 直営 直営・排出者 指定 許可 排出者 許可 排出者

収集範囲 町内全域 一部地域 町内全域 一部地域 ― 町内全域 町内全域 ― 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域 町内全域

収集回数 2回/週 1回/週 1回/4週 1回/週 1回/4週 1回/週
3～12
回/年

随時
3～12
回/年

― 随時 1回/4週 ― 1回/4週 随時 随時 随時 随時

収集方法
戸別方式

(予約)
戸別方式 戸別方式 拠点回収 戸別方式 ― 拠点回収 戸別方式 ― ステーション

役場に
持込み

拠点回収
自己搬入
・戸別方式

戸別回収 戸別方式 自己搬入 戸別方式 自己搬入

※1プラスチック資源（製品プラスチック）は、プラスチック資源（プラスチック製容器包装）と合わせて収集される

収　集　・　運　搬　計　画　（ごみ）

市
町
名

　   　区分
　

項目

生活系ごみ等 事業系ごみ

可燃 不燃 粗大

容器包装廃棄物
プラスチッ
ク資源（製
品プラス
チック）

※1

集団回収等その他資源回収

可燃 不燃

宇
治

直営・委託 直営・委託

市内全域 市内全域 市内全域

随時

ステーション ステーション

城
陽

委託・許可

市内全域 市内全域

隔週 2回/月 随時

ステーション

八
幡

直営・委託 委託

市内全域 市内全域

2回/月 随時

ステーション・戸別方式 ステーション

市内全域

久
御
山

委託

町内全域 町内全域

1回/週 2回/月 随時

ステーション ステーション

町内全域

町内全域

1回/週・2回/月 2回/月 随時

ステーション（混合） ステーション

町内全域

1回/週

ステーション

町内全域

1回/4週 随時

戸別方式

直営・委託

町内全域

戸別方式

町内全域

直営・委託

ステーション

直営・委託

市内全域

井
手

直営・委託

町内全域

宇
治
田
原

委託 委託

町内全域

町内全域

1回/週

ステーション

委託

市内全域

1回/週

ステーション

委託

市内全域

1回/週

直営

町内全域

1回/週

戸別方式

市内全域

委託

市内全域

ステーション

ステーション
戸別方式

委託
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区分 内　　　　容 区分 内　　　　容
① 年間４回発行、分別収集、減量、リサイクル等 ① 年間１３回発行、収集日程等

② チラシの作成及び配布、パッカー車・紙芝居・プリント等を使用
した中学生・児童・幼児教育、パネル等を使用した説明会の開
催、看板設置、マスメディア(地方紙・テレビ・ＦＭうじ）、SNS
（Instagram）による広報、宇治市ホームページによる広報

② し尿収集漏れの確認、雨期対策等

①
年間１２回発行、収集日程
年１回発行、特集号「ごみカレンダー」 ①

年間１２回発行、収集日程及び注意事項等

② チラシの作成配布等、市ホームページ、SNS（LINE・X・
Facebook・Instagram）による啓発、「環境衛生のしおり」保存版
冊子の窓口配布、ごみステーションに（金属類抜き取り禁止・不
法投棄禁止）看板設置、出前講座による説明会の開催、産業
まつりでごみ減量リサイクルコーナーを設置した啓発、適正排
出に向けての貼り紙による啓発

② 　

① 月１回発行、ごみの分別・排出・減量方法等、大型ごみ及びご
み分別アプリの案内

① 月１回発行、収集日程・方法等掲載

② 市行事において、減量・リサイクルの推進の啓発、各種チラシ
の配布、ごみの種類と出し方及び資源物回収日カレンダーを
掲載した啓発チラシ（分別）を年１回全戸配布

② 　

① 月１回発行、収集日程・ごみの出し方の啓発、ごみ減量・再利
用・再資源化等の啓発

① 月１回発行、収集日程・し尿臨時収集の案内

② 広報紙、町ホームページ等による啓発、各種イベントによる啓
発、町民カレンダーによる啓発、ごみステーション看板設置・啓
発シールの貼付

②

① 年間１２回発行、収集日程・出し方、分け方注意事項等 ① 年間１２回発行、収集日程・注意事項等

② 広報紙、ホームページ及びチラシによる啓発、ごみステーショ
ンへのプレート設置よる啓発、不適正排出ごみに対する注意文
書の貼付による啓発、「ごみの出し方ハンドブック」配布による
啓発

② 広報紙、ホームページによる啓発（浄化槽の適正管理・し尿
収集手続き等）

① 毎月発行の町広報紙に収集日程掲載、収集日程・分別収集カ
レンダー配布（２回／年）、分別の仕分け等のチラシ配布（必要
に応じ）

① 毎月発行の町広報紙に収集日程掲載

② 不適正排出ごみへ貼付する指導シールによる啓発 ②

城 陽

八 幡

久 御 山

宇 治 田 原

井 手

参考資料５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住民に対する広報・啓発活動の取組計画（市町別）
区分[①広報紙「発行頻度・内容等」、②啓発活動]

項 目
市町

ご　み　関　係 し　尿　関　係

宇 治
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